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市
民
活
動
補
償
制
度
の
対
象
と
な
る
活
動

中
の
事
故
で
あ
っ
た
こ
と
が
客
観
的
に
確

認
で
き
る
資
料
」
の
提
出
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

◎
賠
償
事
故
の
補
償

　
市
民
活
動
の
主
催
者
や
活
動
に
従
事
す

る
人
が
、
そ
の
活
動
に
伴
っ
て
第
三
者
の

身
体
や
財
物
に
損
害
を
与
え
、
法
律
上
の

賠
償
責
任
を
負
っ
た
場
合
の
補
償
で
す
。

（
左
の
賠
償
事
故
の
補
償
一
覧
表
参
照
）

　　
市
内
に
活
動
の
拠
点
を
置
く
市
民
活
動

団
体（
お
お
む
ね
５
人
以
上
）が
自
主
的
に

行
う
活
動
で
、
本
来
の
職
場
を
離
れ
て
自

由
意
志
の
も
と
に
行
う
継
続
的
、
計
画
的

ま
た
は
臨
時
の
公
共
性
の
あ
る
活
動
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
営
利
を
目
的
と
す
る
活
動
や

政
治
、
宗
教
ま
た
は
選
挙
を
目
的
と
す
る

活
動
、
職
場
や
学
校
の
行
事
と
し
て
行
う

活
動
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

　
な
お
、こ
の
制
度
の
適
用
に
際
し
て
、事

前
の
登
録
は
不
要
で
す
が
、
団
体
の
活
動

計
画
や
参
加
者
名
簿
な
ど
「
そ
の
事
故
が
、

　
万
一
、事
故
が
発
生
し
た
と
き
に
は
、活

動
の
責
任
者
を
通
じ
て
地
域
づ
く
り
推
進

課
ま
で
連
絡
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
そ
の
後
、
事
故
か
ら
20
日
以
内
に
事
故

発
生
報
告
書
お
よ
び
必
要
書
類（
事
業
計
画

や
参
加
者
名
簿
な
ど
活
動
の
内
容
が
分
か
る

資
料
）
を
提
出
し
て
も
ら
い
ま
す
。

の
、
災
害
等
の
緊
急
時
で
の
活
動
、
日
射

病
、
懇
親
の
み
を
目
的
と
す
る
場
合
な
ど

は
補
償
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

　　
市
で
は
、自
治
会
活
動
や
防
犯
・
防
災
活

動
な
ど
の
市
民
活
動
に
参
加
す
る
市
民
の

皆
さ
ん
の
け
が
や
他
人
へ
の
賠
償
事
故
に

対
す
る
補
償
制
度
と
し
て
「
光
市
市
民
活

動
補
償
制
度
」
を
設
け
て
い
ま
す
。

　
こ
の
制
度
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
安
心

し
て
活
動
に
参
加
し
、
た
く
さ
ん
の
活
動

が
さ
ら
に
活
発
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

明
る
く
、
活
気
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　
活
動
中
に
け
が
を
し
た
と
き
や
事
故
が

発
生
し
た
と
き
は
、
地
域
づ
く
り
推
進
課

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　　　
対
象
と
な
る
活
動
中
の
事
故
で
あ
っ
て

も
、
故
意
に
よ
る
場
合
、
交
通
事
故
、
け
ん

か
、
む
ち
打
ち
な
ど
他
覚
症
状
の
無
い
も

◎
傷
害
事
故
の
補
償

　
市
民
活
動
に
従
事
す
る
人
が
、
活
動
中

の
偶
然
の
事
故
に
よ
っ
て
け
が
や
死
亡
し

た
場
合
の
補
償
で
す
。

（
右
下
の
傷
害
事
故
の
補
償
一
覧
表
参
照
）

　　
制
度
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、地
域

づ
く
り
推
進
課
（
地
域
づ
く
り
支
援
セ
ン

タ
ー
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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◎
対
象
と
な
る
活
動
の
例

▼
自
治
会
活
動
▼
地
区
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
大
会
▼
環
境
美
化
・
保
全
活
動
▼
リ
サ

イ
ク
ル
活
動
▼
自
然
保
護
活
動
▼
防
犯
パ

ト
ロ
ー
ル
▼
防
災
活
動
▼
高
齢
者
等
へ
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
▼
保
健
衛
生
活
動
▼

文
化
振
興
・
普
及
活
動
▼
青
少
年
健
全
育

成
活
動
　
な
ど

※
危
険
度
の
高
い
活
動
は
除
か
れ
ま
す
。

■賠償事故の補償一覧表

■傷害事故の補償一覧表

区　分 区　分 

死亡補償 死亡補償 

後遺障害 
　　補償 
後遺障害 
　　補償 
後遺障害 
　　補償 

入院・通院 
　　　補償 
入院・通院 
　　　補償 
入院・通院 
　　　補償 

傷害の内容 傷害の内容 傷害の内容 補償額 補償額 補償額 

1人500万円 

障害の程度に 
応じて 
1人15～500万円 

傷害事故を直接の原因として、 
事故の日から起算して180日 
以内に死亡したとき 

傷害事故を直接の原因として、 
事故の日から起算して180日 
以内に後遺障害を生じたとき 

傷害事故を直接の原因として、 
入院または通院をして医師に 
よる治療を受けたとき 
(事故の日から起算して180日 
以内に限ります。また、通院 
日数は180日以内の間で90日が 
限度となります。)

入院1日につき 
 3,000円 
 
通院1日につき 
 2,000円 

 

市
民
活
動
補
償
制
度 
市
民
活
動
補
償
制
度 

を
ご
存
じ
で
す
か 

を
ご
存
じ
で
す
か 

　
事
故
が
発
生
し
た
と
き

　
　
問
合
せ

第三者からの 
受託物への損害 

1人につき 
　　　6,000万円まで 
1事故につき 
　　　　　3億円まで 

区
分 賠償の内容 

他人の身体 
　　　への傷害 

他人の財物 
　　　への損害 

補償限度額 

1事故につき 
　　　   300万円まで 

1事故につき 
　　　   500万円まで 

対
人
賠
償 

対
物
賠
償 

受
託
物
賠
償 

地域づくり推進課Eメール:chiikizukuri@city.hikari.lg.jp

　
補
償
の
内
容

　
対
象
と
な
ら
な
い
場
合

　
対
象
と
な
る
活
動


